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問 国保年金課（☎６２-１０１１）
刈谷年金事務所（☎21-2110）

10月のバスツアー

１
日
目

２
日
目

申込期間　8月19日㈬～9月25日㈮

行　　程

バスツアーの
申込み・問合せ

名鉄観光サービス（☎21-1333）
平日10時～18時（土曜日は17時
30分まで、㊡日曜・祝日）

　　１０月２６日㈪～２７日㈫の1泊2日
　　市内在住、在勤または在学の人
※申込み時に市内在住、在勤または在学であることを証
明できるものを提示してください。
　　45人（先着順・最少催行人員30人）
　　29,500円（1泊4食付）
※夕食は初風月夜膳（１,６８０円）です。
　料理を変更した場合は金額が変わります。

時
対

定
￥

刈谷駅（８時３０分）⇒富士松駅（８時５５分）⇒恵那
「松茸山」（松茸宝さがし）⇒松茸ごはん山菜園（昼食）
⇒恵那川上屋（栗きんとん）⇒銀の森（見学・散策）⇒
休暇村（１６時４０分）
休暇村（９時１５分）⇒天竜峡大橋「そらさんぽ」⇒
天竜ライン下り⇒ココロファームビレッジ（昼食・
野菜詰め放題）⇒ドライブイン酒蔵⇒りんご狩り⇒
富士松駅（１６時４０分）⇒刈谷駅（１７時１０分）

秋の味覚満載旅
～恵那・松茸宝さがしと
天竜峡・リンゴ狩り～

　国民年金に加入している間、または20歳前や60歳以上65歳未満（年金制度に加入していない期間で日本に住ん
でいる間）に、初診日（障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日）のある病気やけが
で、法令で定められている障害（国民年金の障害等級の１・２級）の状態になった場合に障害基礎年金を受けることが
できる制度です。
　　初診日の前日において、次のいずれかの納付要件を満たしていることが必要です。
▶初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間で、保険料が納付または免除されてい
ること 
▶初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※20歳前に初診日がある場合、納付要件は不要ですが、所得の制限があります。

9～10月 夕食メニューの紹介9～10月 夕食メニューの紹介

小鉢、刺身５種、信州きのこ鍋、茶碗蒸し、子持ち鮎の
塩焼き、茄子幻豚巻き、茶蕎麦、天婦羅、梅しらす御飯、
汁物、香物、デザートなど１２品

刺身５種、信州きのこ鍋、茶碗蒸し、子持ち鮎の塩焼き、
茶蕎麦、天婦羅、梅しらす御飯、汁物、香物、デザート
など１０品

※時期により内容を変更する場合があります。
※アレルギーなどにより食事に制限のある人は、
　事前に休暇村へご相談ください。

※時期により内容を変更する場合があります。
※アレルギーなどにより食事に制限のある人は、
　事前に休暇村へご相談ください。

新涼秋園膳（3,150円）

初風月夜膳（１，６８０円）

障害基礎年金はどんな制度？

対

　国民年金への加入が任意だったため、加入しなかった期間に、初診日のある病気やけが
で、法令で定められている障害を負った場合に特別障害給付金を受けることができる制度
です。
　　▶昭和６１年３月以前に国民年金の任意加入対象で厚生年金などに加入していた人
　　　の配偶者
　　▶平成３年３月以前に国民年金の任意加入対象であった学生 

特別障害給付金とはどんな制度？

対
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